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設立年月日 平成 15 年 10 月１日 
                                           

沿 革  昭 34.3 日本蚕繭事業団 

       昭 33.5 日本輸出生糸保管株式会社 
                              

     昭 40.8 糖価安定事業団     

       (※1)→ 昭 56.10 蚕糸砂糖類価格安定事業団 

      昭 33.11 酪農振興基金 → 昭 36.12 畜産振興事業団 

           昭 41.10 野菜生産出荷安定資金協会 

       昭 47.8 財団法人野菜価格安定基金 

       (※2)→ 平 8.10 農畜産業振興事業団        

       (※3)→ 昭 51.10 野菜供給安定基金              

     (※4)→ 平 15.10 独立行政法人農畜産業振興機構 

目 的 農畜産物生産者への経営安定対策及びその補完対策、農畜産物（牛

肉、豚肉、乳製品、野菜、砂糖、でん粉等）の需給調整・価格安定対策、

口蹄疫や鳥インフルエンザ、経済情勢の変化等に対応した緊急対策を行う

とともに、需給動向の判断や生産者の経営安定に資するための情報収集・

提供を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消

費生活の安定に寄与することを目的とする。 

業務の範囲 

 １．経営安定対策：① 畜産関係業務（肉用牛や養豚経営等の安定を図るた

め、収益悪化時における生産者への補塡金等の交付及び加工原料乳生産者

並びに肉用子牛生産者への補給金等の交付及び補完対策を行うこと） ② 

野菜関係業務（野菜農家の経営の安定を図るため、主要野菜の価格の著し
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い低落時における生産者への補給金等の交付を行うこと） ③ 砂糖及びで

ん粉関係業務（国内産糖及び国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図

るため､さとうきび生産者及びでん粉原料用かんしょ生産者等への交付金

の交付を行うこと） 

 ２．需給調整・価格安定対策：① 畜産関係業務（畜産物の需給及び価格の

安定を図るため、国家貿易機関として、指定乳製品等（バター、脱脂粉乳

等）の輸入・ 売渡しを行うこと並びに豚肉及び牛肉の価格低落時における

買入れ、価格高騰時における売渡し等を行うこと） ② 野菜関係業務（野

菜の価格高騰時における出荷の前倒しや、価格低落時における市場隔離等

の需給調整に対する補助等を行うこと） ③ 砂糖及びでん粉関係業務（砂

糖及びでん粉の内外価格差を調整するため、輸入糖やコーンスターチ用輸

入とうもろこし等からの調整金の徴収及びこれを主な財源とした、さとう

きび生産者やでん粉原料用かんしょ生産者等に対する交付金の交付等を行

うこと） 

 ３．緊急対策：畜産、野菜等をめぐる情勢の変化等に対応した影響緩和対

策等を行うこと 

 ４．情報収集提供業務：農畜産物の生産・流通・需要者等に対し、需給動

向の判断及び経営の安定に資する情報等の適時適切な提供及び国民食生活

の安定に寄与するよう、消費者等の関心の高い情報の積極的な提供を行う

こと 

 ５．附帯業務：１～４の業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務の特例） ①当分の間、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和

40 年法律第 112 号）第３条第１項及び肉用子牛生産安定等特別措置法（昭

和 63 年法律第 98 号）第３条第１項に規定する業務を行うこと ②当分の

間、砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るた

めの事業その他の砂糖及びその原料作物の生産の振興に資するための事業

で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助する業務及びこれに

附帯する業務を行うことができる。③独立行政法人農畜産業振興機構法（平

成 14 年法律第 126 号）の施行前に農畜産業振興事業団が締結した債務保証

契約に係る旧事業団法第 28 条第１項第２号の業務及びこれに附帯する業

務を行うこと ④旧事業団法第 28 条第１項第３号の規定によりされた出



資に係る株式又は持分の処分が終了するまでの間、当該株式又は持分の管

理及び処分を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ３０，９５９百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 

＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区  別 

中期計画予算 

（平成 25～29 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

運営費交付金 

国庫補助金 

その他の政府交付金 

業務収入 

拠出金 

負担金 

納付金 

資金より受入 

借入金 

諸収入 

計 

9,766 

59,328 

468,431 

387,407 

51,217 

21,666 

20,649 

176,380 

153,314 

93,175 

1,441,335 

       1,855 

       4,120 

81,277 

       66,795 

16,956 

   4,814 

  4,610 

   122,198 

   36,479 

  58,924 

398,028 

支

出 

業務経費 

借入金償還 

人件費 

一般管理費 

その他支出 

計 

    1,318,148 

151,985 

12,825 

2,948 

983 

1,486,889 

384,812 

 22,741 

  2,441 

    626 

       297 

410,916 

＜短期借入金の限度額＞ 

１ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足となる場合における短期借入金の限度

額は、単年度４００百万円 

２ 国内産糖価格調整事業の甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の支払資金の一時不足と

なる場合における短期借入金の限度額は、単年度８０，０００百万円 

３ でん粉価格調整事業のでん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の支払

資金の一時不足となる場合における短期借入金の限度額は、単年度１２，０００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）佐藤 純二 （副理事長・定数 1

人・任期４年）飯髙 悟 （理事・定数６人・任期２年）塩島 勉、強谷 雅

彦、馬場 一洋、渡邉 優、西岡 篤彦、小菅 正美 （監事・定数２人・任

期２年）渡部 裕人、伊藤 純一 

＜職員数＞ ２４４人（常勤職員２１３人、非常勤職員３１人） 
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中期目標 

第１ 中期目標の期間 

機構の中期目標期間は、平成25年４月１日から平成30年３月31日までの５年間とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 事業費の削減・効率化 

事業費については、補助事業の効率化等を通じ、適正な水準の確保に努める。 

また、業務経費（附帯事務費）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制を行

うことを目標に、削減する。 

この場合、経済情勢、農畜産業を巡る情勢、国際環境の変化等を踏まえた政策的要請により影響

を受けることについて配慮する。 

２ 業務運営の効率化による経費の削減 

（１）業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費を除く。）については、毎年度平均で少な

くとも対前年度比３％の抑制を行うことを目標に、削減する。 

また、地方事務所については、賃借料等の経費削減を検討する。 

（２）給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当てを含め役職員給与の在り方

について、厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に取り組むとともに、

検証結果や取組状況を公表する。 

   また、総人件費については、政府の方針を踏まえ、適切に対応する。 

（３）「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)を踏まえ、契

約については、真にやむを得ないものを除き原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争

入札・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。）によるものとし、随意契約の適正化を推

進する観点から機構が策定した「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着実に実施するととも

に、その取組状況を公表する。 

また、一層の競争性と透明性の確保に努め、適正化を推進する。 

３ 業務執行の改善 

（１）外部専門家・有識者等から成る第三者機関による業務の点検・評価等を行い、その結果を業務

運営に反映させる等業務執行の改善を図る。 

（２）法令等を遵守しつつ適正に業務を行い、機構に期待される役割を適切に果たしていくため、「独

立行政法人における内部統制と評価について」（平成22年３月23日独立行政法人における内部統

制と評価に関する研究会）及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の

業務実績に関する評価の結果等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を

踏まえ、外部有識者を含むコンプライアンス委員会で審議された計画に基づくコンプライアンス

の推進等、引き続き内部統制の充実・強化を図る。 

（３）情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化に取り組み、業務運営の効率化と情報

セキュリティ対策の向上を図る。 

４ 機能的で効率的な組織体制の整備 

業務運営を機能的かつ効率的に推進する観点から、諸情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ、機能

的で効率的な組織体制の整備を図る。 

また、業務運営に真に必要な最小限の理事の数について、副理事長との役割分担等について検証

の上、結論を得る。 

５ 補助事業の効率化等 

（１）効率的かつ透明性の高い事業の実施を図る観点から、補助事業についての事業実施主体の選定

に当たっては、原則として公募によることとする。 
（２）効率的かつ効果的な事業の実施を図る観点から、施設整備事業について費用対効果分析等の評

価手法を踏まえた採択及び費用対効果分析を実施した施設整備事業についての事後評価を実施す

る。 



 

（３）そのほか、補助事業に関する業務執行規程等に基づき、的確な事業の進行状況を把握し、事業

内容や採択要件等事業に関する各種情報の公表等を行う。 

また、畜産業振興事業について、補助金の最も効率的かつ迅速な交付の観点から、国における

事業の改廃にも資するよう、決算上の不用理由の分析を行うとともに、補助金経由の在り方及び

各法人等における基金の定期的な見直しを通じたその造成の在り方の見直しを行う。その上で、

保有資金及び公益法人に造成している基金については、機構の業務実施に必要な経費を確保す

る。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

経営安定対策、需給調整・価格安定対策及び緊急対策の各業務については、基本計画において示

された国の政策目標等を踏まえつつ、農畜産業を巡る諸情勢の変化に的確に対応し、その効率的か

つ効果的な実施を図る。 

また、業務内容等に応じ、それぞれの業務ごとに、アウトカム指標を含む適切な指標をできる限

り具体的かつ定量的に設定し、その成果の評価を厳格かつ客観的に行うことにより、業務の一層の

質の向上を図る。 

さらに、機構の業務の評価に当たり十分機能する指標を追加していくこととし、その際はより効

率的かつ効果的に事業を実施する観点から検討を行うこととする。 

１ 経営安定対策 

（１）畜産関係業務 

畜産については、国の政策目標である基本計画を踏まえ、農業者が希望を持って農業に従事し

収益を上げることができる環境を整えていく観点から、畜産に係る補助事業等を以下のとおり実

施する。 

① 畜産業振興事業 

畜産に係る補助事業は、畜産物の生産・流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の

振興に資するための事業で、国の補助事業を補完するためのものを対象とし、国等の行う事

業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、

機動的かつ弾力的に実施する。 

ア 肉用牛対策 

肉用牛経営の安定化のための補塡金の交付等を行う。 

    イ 養豚対策 

      養豚経営の安定化のための補塡金の交付等を行う。 

    ウ 補完対策 

      経営安定対策の補完対策を行う。本対策については、畜産に係る環境変化、事業実績や実施

効果等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

② 加工原料乳生産者補給交付金の交付 

ア 加工原料乳生産者補給交付金については、特別な事由を除き、指定生乳生産者団体から

の交付申請を受理した日から18業務日以内に交付する。 

イ ホームページ等において、指定生乳生産者団体別の受託数量、加工原料乳認定数量等に

係る情報を、全都道府県からの報告が終了した後に速やかに公表する。 

③ 肉用子牛生産者補給交付金の交付 

ア 肉用子牛生産者補給交付金については、指定協会からの交付申請を受理した日から14業

務日以内に交付する。 

イ ホームページ等において、生産者補給交付金の交付状況に係る情報を、全指定協会に対

する生産者補給交付金の交付が終了した後に速やかに公表する。 

（２）野菜関係業務 

野菜については、基本計画に掲げる消費者ニーズに即した商品の安定的な供給、経営安定の確

保等に資するとともに、これらの対策の推進に不可欠なセーフティネット機能を有する野菜の価



 

格安定に係る業務等を以下のとおり実施する。 

① 指定野菜価格安定対策事業 

指定野菜価格安定対策事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの

交付申請を受理した日から11業務日以内に交付する。 

② 契約指定野菜安定供給事業 

契約指定野菜安定供給事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの

交付申請を受理した日から22業務日以内に交付する。 

また、リレー出荷による周年供給に取り組む生産者への支援については、国によるリレー

出荷の特例措置に係る認定が、中期目標期間中30グループ以上行われることを目標に、本特

例措置の効果的な周知を行い、機構が設定する効果的な周知等に係る目標の達成状況につい

て厳格に検証し、本特例措置の利用促進に関する見直しを行う。 

③ 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 

①又は②の業務に準ずるものとして都道府県野菜価格安定法人が行う業務に係る助成金に

ついては、都道府県の野菜価格安定法人からの交付申請を受理した日から11業務日以内に交

付する。 

④ 野菜農業振興事業 

野菜農業振興事業は、野菜生産農家の経営安定を図るため、野菜の生産・流通の合理化に

関する事業その他の野菜農業の振興に資する事業で、国の補助事業を補完するためのものを

対象とし、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な

役割分担と連携の下に、機動的かつ弾力的に実施する。 

   ⑤ ホームページ等による業務内容等の公表 

 ホームページ等において、透明性を確保する観点から、野菜価格安定制度の対象となって

いる各品目及び出荷時期ごとの交付予約数量、価格等に関する情報を、原則として毎月公表

する。   

（３）砂糖関係業務 

    砂糖については、基本計画を踏まえ、意欲ある多様な農業者による甘味資源作物の需要に即した

生産を促進し、その農業所得の確保や国内産糖製造事業の経営の安定等に資するよう、また、砂糖

及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和40年法律第109号）に基づく糖価調整制度の趣旨、「糖価

調整制度の安定的な運営に向けた取組について」（平成22年９月農林水産省公表）（以下「制度関

係者の取組」という。）及び「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等に基づく、負担

者からの調整金収入及び生産者等への交付金支出の適正化等の糖価調整制度の収支改善に向けた

取組を踏まえ、甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に対する交付金の交付業務等を以下の

とおり実施する。 

① 甘味資源作物交付金の交付 

甘味資源作物交付金については、機構が指定する電磁的方法による概算払請求において、

対象甘味資源作物生産者からの概算払請求書を受理した日から８業務日以内に交付する。 

② 国内産糖交付金の交付 

国内産糖交付金については、対象国内産糖製造事業者からの交付申請を受理した日から18

業務日以内に交付する。 

③ ホームページ等による業務内容等の公表 

  ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、甘味資源作物交付金及び国内

産糖交付金の月ごとの交付決定数量を速やかに公表する。 

（４）でん粉関係業務 

でん粉については、基本計画を踏まえ、意欲ある多様な農業者によるでん粉原料用いもの需要

に即した生産を促進し、その農業所得の確保や国内産いもでん粉の製造事業の経営の安定等に資

するよう、でん粉原料用いも生産者及び国内産いもでん粉製造事業者に対する交付金の交付業務

等を以下のとおり実施する。 



 

① でん粉原料用いも交付金の交付 

でん粉原料用いも交付金については、機構が指定する電磁的方法による概算払請求におい

て、対象でん粉原料用いも生産者からの概算払請求書を受理した日から８業務日以内に交付

する。 

② 国内産いもでん粉交付金の交付 

国内産いもでん粉交付金については、対象国内産いもでん粉製造事業者からの交付申請を

受理した日から18業務日以内に交付する。 

③ ホームページ等による業務内容等の公表 

  ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、でん粉原料用いも交付金及び

国内産いもでん粉交付金の月ごとの交付決定数量を速やかに公表する。 

２ 需給調整・価格安定対策 

（１）畜産関係業務 

畜産については、国の政策目標である基本計画に掲げる国民の健全で安定的な食生活の維持・

確保、フードチェーンの適切な機能の発揮、総合的な食料安全確保の確立等に資するよう、畜産

物の価格安定に係る業務、畜産に係る補助事業等を以下のとおり実施する。 

① 指定食肉の売買 

指定食肉の価格安定を図るため、指定食肉の買入れ・売渡しを決定した場合は、決定した

日から30業務日以内に売買業務を実施する。 

② 生産者団体等が行う畜産物の調整保管事業に対する補助 

畜産物の価格安定を図るため、国が保管計画の認定を行った場合は、認定した日から14業

務日以内に調整保管に係る補助金の交付決定を行う。 

③ 指定乳製品等の輸入・売買 

ア 指定乳製品等の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合にお

いて指定乳製品等を輸入し、売渡しを行うときには、速やかに輸入・売渡業務を行うもの

とし、機構が国内において輸入業者から現品を受けた日から20業務日以内に需要者へ売渡

しを行う。 

イ 国家貿易機関として、国際約束に従って国が定めて通知する数量の指定乳製品等につい

て、その全量を確実に輸入するとともに、指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経

済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として国が指示する方針によ

り、指定乳製品等を的確に売り渡す。 

ウ 指定乳製品等の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者

から、調整金の徴収を行い、ホームページ等において、指定乳製品等の買入れ・売戻しに

おける月ごとの売買実績を速やかに公表する。 

④ 学校給食用牛乳供給事業 

学校給食用牛乳の供給合理化及び消費の拡大・定着等を図るため、供給条件の不利な地域

における輸送費等の掛増し経費の助成等を行う。 

（２）野菜関係業務 

① 野菜農業振興事業 

野菜農業振興事業は、野菜の需給調整を図るため、野菜の需給の調整に関する事業その他

の野菜農業の振興に資する事業で、国の補助事業を補完するためのものを対象とし、国等の

行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の

下に、機動的かつ弾力的に実施する。 

     また、緊急需給調整事業については、国による個々のメニューの実施の必要性や効果等につい

ての厳格な検証及び関係者の意見等を踏まえたメニューの廃止も含めた見直しを行う。 

② ホームページ等による業務内容等の公表 

ホームページ等において、需給動向に的確に対応し得るような農業経営者を育成する等の

観点から、野菜の需給・価格等に関する的確な情報を、原則として毎月公表する。 



 

（３）砂糖関係業務 

砂糖の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金の

徴収を行い、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、輸入指定糖・異性化

糖等の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買実績を速やかに公表する。 

（４）でん粉関係業務 

でん粉の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金

の徴収を行い、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、輸入指定でん粉等

の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買実績を速やかに公表する。 

３ 緊急対策 

（１）畜産関係業務 

畜産をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、口蹄疫等の畜産に重大かつ

甚大な影響を及ぼす家畜疾病等や畜産をめぐる情勢の変化等に対応した畜産農家及び畜産関係

者への影響緩和対策等を行う。 

また、事業の実施及び評価に当たっては、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの発生・まん

延や畜産物・飼料価格の著しい変動等の危機的状況への対応のため、年度途中に機動的な対応が

必要となることについて配慮する。 

（２）野菜関係業務 

野菜をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、野菜農家及び野菜関係者へ

の影響緩和対策等を行う。 

４ 資金の流れ等についての情報公開の推進 

 （１）畜産関係業務 

機構が実施する補助事業等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点

から、機構からの直接の補助対象者のみならず、そこから更に補助を受けた者の団体名、金額、

実施時期等を公表する。また、それと併せ、生産者等に渡った資金の事業別・地域別の総額も

公表する。 

さらに、機構からの補助金により、事業実施主体等において造成された基金については、補

助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成18年８月15日閣議決定。以下「基金基

準」という。）等の趣旨を踏まえ、機構から直接交付を受けた補助金による基金のみならず、公

益法人等を経由し間接的に機構の補助金の交付を受けて設置されているものも含め、全ての基

金保有状況、今後の使用見込み等を機構において公表する。 

このほか、会計処理の透明性を確保する観点から、資金の規模及び畜産業振興資金に繰り入れ

られた事業返還金を含む経理の流れを公表するとともに、事業返還金の活用に当たっては、その

会計処理についての分かりやすい説明を付記することを始め、積極的に説明責任を果たすものと

する。 

 （２）野菜関係業務 

機構が実施する補助事業等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点か

ら、機構からの直接の補助対象者のみならず、そこから更に補助を受けた者の団体名、金額、実

施時期等を公表する。また、それと併せ、生産者等に渡った資金の事業別・地域別の総額も公表

する。 

 （３）砂糖関係業務 

機構からの補助金により事業実施主体等において造成された基金については、基金基準等の

趣旨を踏まえ、機構から直接交付を受けた補助金による基金の保有状況、今後の使用見込み等

を機構において公表する。 

また、機構が実施する交付金交付業務等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果

たす等の観点から、機構からの交付金交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額を

公表する。 

 （４）でん粉関係業務 



 

機構が実施する交付金交付業務等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の

観点から、機構からの交付金交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額を公表する。 

５ 情報収集提供業務 

農畜産物の生産・流通関係者や需要者等に対して、需給動向の判断や経営の安定に資する情報等

（以下「需給等関連情報」という。）を適時適切に提供すること等を通じて、生産者の経営安定並

びに農畜産物の需給及び価格の安定に寄与するよう、情報収集提供業務を以下のとおり実施する。 

また、国民消費生活の安定に寄与するよう、農畜産物に関する正しい知識の普及等、消費者等の

関心の高い情報を積極的に提供する。 

このほか、機構の業務運営に対する国民の理解を深めるため、広報活動を推進する。 

（１）需給等関連情報の収集及び提供に当たっては、その的確な実施を図るため、調査テーマの重点

化等業務の合理化を進めつつ、計画段階で情報利用者等の参画を得て開催する委員会において検

討する。 

（２）情報提供の質の向上を図るため、アンケート調査等の実施により、提供した情報についての効

果測定を行う。 

また、各事業年度における情報利用者の満足度を指標化し、５段階評価で4.0以上となるよう

にする。 

さらに、アンケート調査結果等を踏まえ、情報提供内容等について必要な改善及び業務の合理

化を行うとともに、紙媒体での情報提供について、利用者のニーズを踏まえつつ、より効率的な

情報提供とするため、情報提供の効果を検証した上で、ホームページによる情報提供への重点化、

紙媒体での情報提供の合理化等の見直しを行う。 

（３）需給等関連情報の提供は、情報の種類に応じ可能な限り速やかに行う。 

（４）消費者等への情報の提供については、国民消費生活の安定に寄与するよう、消費者等の視点に

立ってその要望に応えた分かりやすい情報とするため、農畜産物に関する正しい知識の普及、食

の安全関連情報等、消費者等の関心の高い情報を積極的に提供する。 

（５）国民に対する情報提供の充実を図るため、ホームページによる情報提供に重点化して、機構の

最新の動向を正確かつ迅速に提供するとともに、利用者が必要とする情報に効率的にアクセスで

きるよう、ホームページの機能強化に努める。 

（６）独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）に基づく情報の開

示を行うほか、情報提供した事項に関する照会に対しては、迅速かつ確実な対応をすることとし、

関連する保有情報については、原則として翌業務日以内に対応する。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画を適正に計画するとともに、効率的に執行す

ることにより、適切な財務内容の実現を図る。 

また、毎年の運営費交付金の算定については、運営費交付金債務残高の状況にも留意しつつ、適

切な金額の算定を行う。 

２ 資金の管理及び運用においては、安全性に十分留意しつつ効率的に行う。 

３ 砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組 

砂糖勘定の累積欠損の解消に向け、糖価調整制度の趣旨及び制度関係者の取組等に基づき、収支

改善に向けて講じる措置を踏まえ、交付金の交付業務等を適正に実施するとともに、短期借入れを

するに当たっては、短期金融市場の金利動向を踏まえた適切な借入期間の設定等、借入コストの削

減に努める。 

また、農林水産省独立行政法人評価委員会において、講じている措置の不断の検証を行い、見直

しを行う。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 職員の人事に関する計画 



 

中期目標期間中の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）を定め、

業務に支障を来すことなくその実現を目指す。 

また、機構の使命や業務の目的を自覚し、その職階に応じた業務遂行能力を十全に発揮できるよ

う、人材の育成及び適切な配置を行う。 

   なお、調査情報部の調査役については、役割分担の見直しなど管理職として真に必要な配置につい

て不断に検討し、見直しを行う。 

２ 長期借入れを行う場合の留意事項 

独立行政法人農畜産業振興機構法（平成14年法律第126号）第14条第１項（加工原料乳生産者補

給金等暫定措置法（昭和40年法律第112号）第20条の２第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定に基づき、機構が長期借入金をするに当たっては市中の金利情勢等を考慮し、

極力有利な条件での借入れを図る。 



独立行政法人農畜産業振興機構 貸借対照表
（平成２５年３月３１日） （単位：円）

資産の部
Ⅰ   流動資産

現金及び預金 368,166,990,266
有価証券 7,148,208,256
未収収益 264,825,297
未収金 6,148,279,527

流動資産合計 381,728,303,346

Ⅱ   固定資産
有形固定資産

建物 320,294,592
 　減価償却累計額（△） △ 73,024,561 247,270,031
車両運搬具 10,424,558
 　減価償却累計額（△） △ 5,694,922 4,729,636
工具器具備品 257,269,310
 　減価償却累計額（△） △ 114,915,032 142,354,278
土地 372,697,615
有形固定資産合計 767,051,560

無形固定資産
電話加入権 2,058,100

投資その他の資産
投資有価証券 85,320,435,330
関係会社株式 8,078,026,627
 　投資評価引当金（△） △ 743,284,808 7,334,741,819
破産更生債権等 180,776,404
 　貸倒引当金（△） △ 180,776,404 0
敷金保証金 70,152,065
自動車リサイクル預託金 42,100
投資その他の資産合計 92,725,371,314

固定資産合計 93,494,480,974

 　資産合計 475,222,784,320

負債の部
Ⅰ   流動負債

リース債務 8,355,300
預り補助金等

野菜価格安定対策推進事務費補助金 44,089,302
甘味資源作物・国内産糖調整交付金 5,347,618,563 5,391,707,865

短期借入金 22,740,819,575
売買事業費未払金 34,153,545
未払金 12,186,358,329
未払費用 32,415,268
預り金 15,619,739
受入保証金 680,199,178
前受金 57,220,957
仮受金 65,093,559
賞与引当金 34,596,973

流動負債合計 41,246,540,288

Ⅱ   固定負債
リース債務 4,756,635
資産見返負債

資産見返運営費交付金 53,776,237
資産見返補助金等 159,092,645 212,868,882

長期預り補助金等
調整資金 114,695,370,937
畜産業振興資金 217,863,453,818
野菜生産出荷安定資金 59,210,022,169
野菜農業振興資金 14,573,311,020 406,342,157,944

引当金
退職給付引当金 1,470,033,152

固定負債合計 408,029,816,613

   負債合計 449,276,356,901



純資産の部
Ⅰ   資本金

政府出資金 30,958,713,096

Ⅱ   繰越欠損金
繰越欠損金 5,012,285,677

繰越欠損金合計 5,012,285,677

   純資産合計 25,946,427,419

   負債・純資産合計 475,222,784,320



独立行政法人農畜産業振興機構 損益計算書
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） （単位：円）

Ⅰ   経常費用
      業務経費

交付金 79,176,425,573
補助金 110,155,129,512
買入費 5,379,089,927
保管費 8,804,828
国庫納付金 32,103,548,608
借料及び損料 35,074,845
賃金 63,737,934
給与及び手当 847,283,195
賞与 241,174,106
法定福利費 187,183,252
減価償却費 4,054,029
その他 885,056,057 229,086,561,866

      一般管理費
役員報酬 134,741,196
給与及び手当 312,128,845
賞与 92,904,904
法定福利費 84,285,144
退職手当 92,750,227
借料及び損料 190,172,949
賃金 15,582,545
賞与引当金繰入 34,596,973
退職給付引当金繰入 260,425,427
減価償却費 38,452,199
その他 1,228,682,624 2,484,723,033

      畜産業振興資金繰入 1,333,076,818
      賠償償還及払戻金 40,324,520
      投資評価引当金繰入 180,569,068
      財務費用

支払利息 19,850,000
      雑損

雑損 298,447
    　経常費用合計 233,145,403,752

Ⅱ   経常収益
      運営費交付金収益 3,071,526,718
      補助金等収益

甘味資源作物・国内産糖調整交付金戻入益 8,327,418,035
指定生乳生産者団体補給交付金戻入益 18,172,157,000
調整資金戻入益 72,446,777,893
畜産業振興資金戻入益 18,614,827,275
野菜生産出荷安定資金戻入益 13,646,389,648
野菜農業振興資金戻入益 998,390,153
野菜価格安定対策推進事務費補助金戻入益 151,473,698 132,357,433,702

      糖価調整事業収入
指定糖調整金収入 55,903,611,943

      でん粉価格調整事業収入 11,069,549,273
      輸入乳製品売渡収入 13,357,663,799
      資産見返運営費交付金戻入 8,123,699
      資産見返補助金等戻入 2,299,085
      財務収益

受取利息 1,780,509,075
受取配当金 25,000,000 1,805,509,075

      雑益
雑益 24,565,142

      経常収益合計 217,600,282,436
   経常損失 15,545,121,316

Ⅲ   臨時損失
         固定資産売却損 176,071



         固定資産除却損 1,619,571
      臨時損失合計 1,795,642

Ⅳ   臨時利益
         過年度補助事業費返還金等 25,290,731,998
         過年度交付金返還金等 644,744
         貸倒引当金戻入益 954,308
   　 臨時利益合計 25,292,331,050
   　 当期純利益 9,745,414,092
   　 当期総利益 9,745,414,092
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